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平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 10 14

131

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（物品 範囲）

第 条 章 「物品」 、次 掲

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 郵便切手 他信書便 役務 関 料金 支

払 使用 証票

別表（第 条関係）病院事業勘定科目

収 益

略

費 用

（物品 範囲）

第 条 章 「物品」 、次 掲

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 郵便切手

別表（第 条関係）病院事業勘定科目

収 益

略

費 用

の

この において とは に げるもの

をいう

その の に する の

のために することができる

の

この において とは に げるもの

をいう
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◇ 鳥取県病院局財務規程 一部 改正 規程（ ）（総務課）……………………………………

◇ 鳥取県病院局文書管理規程 一部 改正 訓令（ ）（〃）……………………………………

鳥取県病院局財務規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

鳥取県病院局財務規程 一部 改正 規程

鳥取県病院局財務規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

病院局管

理規程

病院局訓

令

鳥取県病院局管理規程第 号

の を する

の を する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める
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款 項 目 節 備考

病院

事業

費用

医業

費用

給与費 略 略

材料費 略 略

経 費 略 略

通信運搬費 電信料、電話料及

送付 要 費

用

略

略 略 略 略 略

資産～資本 略

款 項 目 節 備考

病院

事業

費用

医業

費用

給与費 略 略

材料費 略 略

経 費 略 略

通信運搬費 電信料、電話料、

郵便料、搬送料等

費用

略

略 略 略 略 略

資産～資本 略

改 正 後 改 正 前

（文書 受付）

第 条 総務課 到達 文書及 郵便物等（文書 封

入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第 号）

規定 郵便物 。以下同 。） 他 物件

。以下同 。） 、総務課 次 定

受 付 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 書留 取扱 郵便物又 民間事業者

信書 送達 関 法律（平成 年法律第 号）

（文書 受付）

第 条 総務課 到達 文書及 郵便物等（文書 封

入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第 号）

規定 郵便物 。以下同 。） 他 物件

。以下同 。） 、総務課 次 定

受 付 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 書留 取扱 郵便物等（前項 該当

除 。） 、次 掲 区分 応 、

び に する

の

の

に する び が

された に

する をいう じ その の を

いう じ は において に めると

ころにより け ける

び

の いをされた は に

よる の に する

の

に する び が

された に

する をいう じ その の を

いう じ は において に めると

ころにより け ける

び

の いをされた に す

るものを く は に げる に じ それ

４
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４
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３

22 165

14 99

22 165

附 則

規程 、公布 日 施行 。

鳥取県病院局文書管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

鳥取県病院局文書管理規程 一部 改正 訓令

鳥取県病院局文書管理規程（平成 年鳥取県病院局企業訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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の を する を のように める

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

鳥取県病院局訓令第 号２
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第 条第 項 規定 一般信書便事業者若

同条第 項 規定 特定信書便事業者（以下「一

般信書便事業者等」 。） 同条第 項

規定 信書便 役務 当該一般信書便事業

者等 引受 及 配達 記録 行

同条第 項 規定 信書便物（前号 該当

除 。） 、次 掲 区分 応 、

定 。

及 略

（ ） 略

略

様式第 号（第 条関係）

（表）

鳥 取 県 病 院 局

（裏）

（起案上 注意） 略

鳥 取 県 病 院 局

定 。

及 略

（ ） 略

略

様式第 号（第 条関係）

（表）

鳥 取 県 病 院 局

（裏）

（起案上 注意） 略

鳥 取 県 病 院 局

２ ６

９

２

３

４

２

２ ５

４

２

２ ５
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という による に

する の であって

において け び の を うものによ

る に する に する

ものを く は に げる に じ それぞ

れに めるところによること

ア びイ

の

ぞれに めるところによること

ア びイ

の

略

施行区分及 施行数 決 裁 済 印

公印押印文書公印省略文書発送年月日発送

郵送

使送等

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

審査

浄書
照合

略

略

施行区分及 施行数 決 裁 済 印

公印押印文書公印省略文書発送年月日発送

郵送

使送

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

審査

浄書
照合

略

び び

附 則

（施行期日）

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

訓令 施行 際現 存 用紙 改正前 鳥取県病院局文書管理規程様式第 号 定

作成 、改正後 鳥取県病院局文書管理規程（以下「新規程」 。）様式第 号 規定

、当分 間、所要 調整 上 新規程 定 用紙 使用 。
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２

この は から する

この の の に する で の に めるところにより

されているものは の という の に

かかわらず の の をした で で める として することができる
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